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職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　
　
　

　

第
三
条
第
一
項
中
「
の
日
数
」
を
「
並
び
に
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
六
項
及
び
同
条
第
九
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合

計
日
数
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十

二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年
額
百
五
十
万
円
以

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

上
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
の
三
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条

第
六
項
及
び
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
月
額
」
を
「
一
月
当
た
り
の
定
額
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
又
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
十
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
中

「
第
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
知
事
の
事
務
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
水
田
畑
地
化
推
進
監
」
を
「
地
域
営
農
推
進
監
」

に
改
め
、
「
、
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
監
」
を
削
り
、
同
部
の
振
興
局
の
項
中

「

を
「

に
改
め
、

局
長
（
行
政
職
九
級

の
職
に
あ
る
も
の
）

二
種

局
長

三
種

局
長

三
種

」

」

同
部
の
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「

を
「

に
改
め
、

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ

ン
タ
ー
長

三
種

セ
ン
タ
ー
長
、

副
セ
ン
タ
ー
長

、
支
所
長

三
種

支
所
長

六
種

」

」

同
部
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
三
種
」
を
「
六
種
」
に
改
め
、
「
次
長
、
」
を

削
り
、
同
表
の
教
育
委
員
会
の
部
の
本
庁
の
項
中

「

を
「

に
改
め
、

理
事

二
種

教
育
次
長
、
参
事
監

三
種

教
育
次
長
、
参
事
監

三
種

」

」

「
総
務
企
画
監
」
の
下
に
「
、
教
育
改
革
推
進
監
」
を
加
え
、
「
、
財
務
企
画
監
、
健
康
対
策
・
管
理
監
、

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
監
」
を
「
、
高
校
教
育
推
進
監
、
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
推
進
監
」
に
改
め
、
同
部
の
教

育
事
務
所
の
項
中
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「

を
「

に
改
め
、

所
長

六
種

所
長
（
行
政
職
八
級

の
職
に
あ
る
も
の
）

三
種

所
長

六
種

」

」

同
表
の
警
察
本
部
の
部
の
本
部
の
項
中
「
交
通
事
故
事
件
捜
査
統
括
官
」
の
下
に
「
、
犯
罪
被
害
者
支
援
官

（
公
安
職
八
級
の
職
に
あ
る
も
の
又
は
公
安
職
七
級
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
も
の
）
、

通
告
官
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
中
「
二
十
年
」
を
「
二
十
五
年
」
に
改
め
る
。

　

附
則
別
表
の
第
二
条
第
三
項
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第２条第３項
の職を占める
職員　　　　

円
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
28,000
24,500
21,000
17,500
14,700
11,900
9,100
6,300
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

　

別
表
の
第
二
条
第
三
項
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第２条第３項
の職を占める
職員　　　　

円
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
21,000
17,000
13,000
9,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
職
員

　

の
う
ち
、
施
行
日
前
に
改
正
後
の
規
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
初
任
給
調
整
手

　

当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
そ
の
者
の
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
が
施
行
日
の
前
日
ま
で

　

に
満
了
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
、
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額
は
、
施
行
日
前
に
改
正
後
の
規
則
が

　

適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
日
か
ら
初
任
給
調
整
手
当

　

を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
な
お
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
支
給

　

期
間
及
び
支
給
額
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
五
号
中
「
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
法
人
に
お
い

て
、
」
を
削
る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
週
休
日
、
」
の
下
に
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
六
項
及
び
同
条

第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い

日
、
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の

三
百
八
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
二
百
七
十
」
を

「
百
分
の
二
百
六
十
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五

十
三
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
八
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
八
十
三
・
七
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
２
の
表
の
七
級
の
項
の
第
二
号
及
び
八
級
の
項
の
第
一
号
中
「
地
域
官
、
刑
事
官
又
は
交
通

官
」
を
「
地
域
交
通
官
又
は
刑
事
官
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
４
の
表
の
栄
養
士
の
項
中

を
「

に
改
め
、
同
表

「

栄

養

士

管
理
栄
養
士

栄

養

士
」

」

の
備
考
中
「
栄
養
士
」
の
次
に
「
、
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
六
の
４
の
表
の
栄
養
士
の
項
中
「

を

栄　
　
　
　
　

養　
　
　
　
　

士
」

「

に
改
め
る
。

栄　
　
　
　
　

養　
　
　
　
　

士

管　
　

理　
　

栄　
　

養　
　

士
」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　
　
　

　

別
表
第
二
の
警
察
本
部
の
部
の
竹
田
市
の
項
中
「
荻
警
察
官
駐
在
所
」
の
下
に
「
、
白
丹
警
察
官
駐
在

所
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
も
の
」
の
次
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中

第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
で
教
育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う

　
　

ち
、
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
三
条
の

　
　

規
定
に
よ
る
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
中
学
校
の
教
育
職
員
と
し
て
の
業
務
に
従
事
す
る
場
合
の
特

　
　

殊
勤
務
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員　

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
に
対
応

　
　

す
る
別
表
第
一
に
掲
げ
る
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
な

　
　

い
期
間
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
額
）

　

別
表
第
一
の
備
考
１
中
「第

四
条
第
一
項
第
一
号

」
の
次
に
「及

び
第
二
号

」
を
加
え
、
別
表
第
二
の
備

考
１
中
「第

四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号

」
を
「第

四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附

　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
「
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
の
」
を
「
次



令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外

四

（
人
事
委
規
則
）

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

一　

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群　

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
及
び
食
肉
衛
生
検
査
所
の
所

　
　

長

　

二　

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群　

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
及

　
　

び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
地
域
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　
職
員
の
地
域
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
則

　

職
員
の
地
域
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規

則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
四
項
第
二
号
中
「
大
阪
市
」
を
「
東
京
都
府
中
市
及
び
立
川
市
並
び
に
大
阪
市
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
「
立
川
市
及

び
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
六
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


